
特殊車両通行許可申請 申請者の皆様へ申請者の皆様へ
申請前にもう一度確認を！

不備のない申請書類は、
スピィーディーな審査につながります。

申請書の提出前に、必ず次の３点についてチェックを行って下さい。

❶車検証との不整合はないか。

❷出発地、目的地、通行経路は確実に記載されているか。

❸簡易算定機能により、申請内容が確認されているか。

■申請された車両が連結可能かどうか
　確認して下さい。
ほとんどの場合、自動車検査証備考欄に連結可
能な「けん引車」の型式が記載されています。

■経路中に「未収録道路」が含まれる場合。
通行する経路や出発地・目的地がわかる地図を作成する
必要があります。

■インターネットで簡易算定機能の利用をおすすめします。
通行条件、通行不可、個別審査箇所の確認が容易にでき、経路
見直し等の参考とすることができます。

❶車検証との不整合はありませんか？❶車検証との不整合はありませんか？

❷出発地、目的地、通行経路は確実に記載されていますか？❷出発地、目的地、通行経路は確実に記載されていますか？

❸簡易算定機能により、申請内容が適切かどうか確認されていますか？❸簡易算定機能により、申請内容が適切かどうか確認されていますか？

http://www.tokusya.ktr.mlit.go.jp/PR/

※ここに記載されています※ここに記載されています

収録道路

未収
録道
路

未収録道路

道路管理者、道路名、交差点番号が
わかる地図を添付して下さい。

出発地

目的地

出発地の
住所も
忘れずに！

目的地の
住所も
忘れずに！

●こちらからアクセスして下さい。↓

国土交通省北陸地方整備局 高田河川国道事務所
〒943-0847 新潟県上越市南新町 3番 56号 道路管理第一課 ☎025-521-4557お問い合わせ


